
使用水量・料金等のお知らせについて
お客様にお使いいただいた水量を量るため、２ヶ月に１回検針員がお伺いし、メーター検針を行っています。

　（検針日は地域によって異なります。）メーター検針では、メーターに表示される数値を確認し、「使用水量・

　料金等のお知らせ」をその場でプリントし、皆様にお届けしています。

ここでは【使用水量・料金等お知らせ】の読み方について、説明します｡

　 水道メーター検針での使用水量を２等分し、１ヵ月分の使用水量として計算しています。　公共下水道を使用

  している場合は、水道メーターの使用水量が下水道の排水量となります。※水量が奇数のため２等分にならな

  い場合、その端数分は検針日の属する月分の水量に加え計算します。

  ＜水道料金の計算方法＞　

　   例）　口径　２５㎜　一般用 　　今回検針日　４月１日　（前回検針日　２月１日）

　　　　　 使用期間２月 ２日～４月１日の　６０日間での使用水量が「８７ m3」であった場合

　　  １）  使用水量を２等分します。

　　  ２）  請求月４月分は　「４４ m3」として計算します。 

　　　　   基本料金（10m3まで）1,440円＋従量料金（34m3）5,440円+消費税（５％）344円＝7,224円となります。

　　　　　 （１０円未満は切捨て） 

　　  ３）  請求月５月分は　「４３ m3」として計算します。

　　　　   基本料金（10m3まで）1,440円＋従量料金（33m3）5,280円+消費税（５％）336円＝7,056円となります。

　　　　 　（１０円未満は切捨て） 


